
総務企画常任委員会開催状況 

 

１．日  時   平成 27 年 3 月 16 日（月） 

午前 10 時 00 分 開会 

         午前 11 時 50 分 休憩 

         午後 1 時 00 分 再開 

         午後 2 時 22 分 終了 

２．場  所   第１委員会室 

 

３．出席委員   北出隆一委員長、吉村範明副委員長、木下裕介委員、吉本慎太郎委員、 

         飛弾共栄委員、灰田昌典委員 

４．欠席委員   なし  

 

５．議案審議  『委員会付託議案１２件』 

議案第 １号 平成 27 年度小松市一般会計予算中関係部分 

議案第 ６号 平成 27 年度小松市公債管理特別会計予算 

議案第 12 号 平成 26 年度小松市一般会計補正予算（第５号）中関係部分 

議案第 17 号 平成 26 年度小松市公債管理特別会計補正予算（第１号） 

議案第 22 号 小松市行政手続条例の一部を改正する条例について 

議案第 23 号 小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 24 号 小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 25 号 小松市教育委員会教育長の勤務時間，休日，休暇等及び職務に専念する義務 

の特例に関する条例について 

議案第 26 号 小松市特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について 

議案第 29 号 小松市有線ラジオ放送施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

議案第 38 号 小松市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する 

       条例について 

議案第 39 号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

６．請願審査 １件 

  請願第１号 集団的自衛権行使を容認する閣議決定撤回及び立法化中止を求める意見書採択

を求める請願書 

        （請願者） 戦争をさせない石川の会 

              代表 莇 昭三 



７．閉会中の継続調査（審査）の申し出について  

 

８．委員長報告の要旨 

 総務企画常任委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。当委員会に付

託されました案件は、議案第１号 平成 27 年度小松市一般会計予算中、当委員会所管分を初めと

する議案 1２件であります。 

これらの案件につきまして、活発な質疑応答を行い、終始慎重なる審査を行ないました結果、付

託されました議案は、全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程におきまして、さまざまな意見や要望が出されましたので、その一端を御報告

申し上げます。 

 

■最初に、小松市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 平成２７年４月 1日から、消防団員の出場手当について、危険性や困難性の高い災害で長時間に

わたる災害活動の場合、市長の定める額を支給するものであります。 

理由として、１つ目に、平成２５年１２月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す

る法律」が施行され、消防団員の処遇改善のため必要な措置を講ずるよう地方公共団体に義務付け

られたことと、２つ目に、昨年広島市で発生した大雨による土砂災害や御嶽山噴火による災害など、

近年消防団の災害活動においても、危険性が高く長時間にわたる災害が増えたことによるものであ

ります。 

なお、支給に際しては、災害の度合いを十分考慮し、市長独自で判断するのではなく、消防団長

との協議のうえ、決定していただくよう求めたものであります。 

 

■次に、こまつ創生総合戦略策定費についてであります。 

 昨年１１月に、国において、「まち・ひと、・しごと創生法」が成立し、その後、12 月に、「同長

期ビジョン」及び「同創生総合戦略」が策定されました。 

 まち・ひと・しごと創生については、地方（都道府県及び市町村）においても人口ビジョン及び

総合戦略を策定のうえ、国と地方が一体となり、中長期的視点に立って、取り組む必要性も示され

ておりますことから、本市においても、今年２月５日に「こまつ創生実行本部」が設置されたもの

であります。 

  ㈱コマツの本社機能の一部移転により、国も小松市を大変注目しております。地方自治体の中

でも勝ち抜いていく市であると確信しておりますので、国の地方創生の補助金・交付金を含めて、

方向性、政策など情報を適宜キャッチしながら、こまつ創生総合戦略の策定と効果的な政策展開に

取り組んでいくよう求めました。 

 



■次に、防災行政無線整備費についてであります。  

 平成 26年度より各世帯への戸別受信機の整備が始まり、平成 29年度までの 4年間で、全町内に

戸別受信機を整備する計画であります。本事業は、防衛省の民生安定８条補助を受けて実施するも

のであり、総事業費は約 25億円、うち防衛省補助金は、事業費の 75％相当分、約 19億円でありま

す。今議会においては、平成 27年度当初予算に加え、防衛省からの追加補助を受けての平成 26年

度補正予算が計上されており、事業のスピードアップが図られるものであります。 

現在 19町内で整備が完了しており、平成 27年度末には全町内の 47％、平成 28年度末には 93％

の進捗となる見込みであります。 

 今後とも、各町内との連携を密にし、全世帯に戸別受信機が行き届き、防災・減災につなげるよ

う求めたものであります。 

 

■次に、広報宣伝費についてであります。 

 インターネットを活用した情報発信でありますが、３月１６日から、小松市への移住を考える人

に対し、ＵＩＪターン者の声、子育て、住まいなど 暮らしの魅力を情報発信するための移住交流

サイト「こまつ日 和

びより

」が公開されております。 

 インターネットを利用する側の立場になって、最新情報を随時更新していただき、利用者の声に

耳を傾けながら、これからも、効果的かつ一元化された、使いやすいサイト作りに努めるよう求め

ました。 

 

■最後に、付託されました請願１件「集団的自衛権行使を容認する閣議決定撤回及び立法化中止を

求める意見書採択を求める請願書」についてであります。 

この請願は、昨年７月に成立した閣議決定の撤回及び立法化中止を求めるものでありますが、国

民を守るための切れ目のない安全保障整備が必要であるととらまえ、全会一致で不採択とすべきも

のと決した次第であります。 

 

今定例会において議決された予算については、費用対効果を十分に検証し、適切かつ速やかに執

行するよう求めます。 

 


